
第43号議案

品川区特別区税条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成29年7月6日

品川区特別区税条例の一部を改正する条例

第1条品川区特別区税条例(昭和39年品川区条例第48号)の一部を次の

ように改正する。

第14条各号列記以外の部分中「ーに」を「いずれかに」に改め、同条第

1号中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改め、同条第2号を次の

ように改める。

②前号に掲げる同一生計配偶者または扶養親族を2人以上有する者当

該同一生計配偶者または扶養親族1人について1,000円

第15条第4項中「第23条第1項の規定による申告書(その提出期限後

において」を「特定配当等申告書(」に、「ものおよびその時までに提出さ

れた第24条第1項の確定申告書を含む」を「次に掲げる申告書をいう。以

下この項において同じ」に、「これらの申告書」を「特定配当等申告書」に

改め、同項に次のただし書および各号を加える。

ただし、第1号に掲げる申告書および第2号に掲げる申告書がいずれも

提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を

勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると区長が認めると

品川区長
濱

野 健

きは、この限りでない。



①第23条第1項の規定による申告書

②第24条第1項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げ

る申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に

限る。)

第15条第6項中「第23条第1項の規定による申告書(その提出期限後

において」を「特定株式等譲渡所得金額申告書(」に、「ものおよびその時

までに提出された第24条第1項の確定申告書を含む」を「次に掲げる申告

書をいう。以下この項において同じ」に、「これらの申告書」を「特定株式

等譲渡所得金額申告書」に改め、同項に次のただし書および各号を加える。

ただし、第1号に掲げる申告書および第2号に掲げる申告書がいずれも

提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を

勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると区長が認めると

きは、この限りでない。

①第23条第1項の規定による申告書

②第24条第1項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げ

る申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に

限る。)

第20条の2第1項中「第15条第4項の申告書」を「第15条第4項に

規定する特定配当等申告書」に、「同条第6項の申告書」を「同条第6項に

規定する特定株式等譲渡所得金額申告書」に、「法第2章第1節第6宗知を

「同節第6宗知に改める。

第37条第1項中「原動機付自転車」を「三輪以上の軽自動車に対し、当



該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によつて、原動機付自転車」1こ、

「その」を「当該軽自動車等の」に改め、「所有者に」の次に「種別割によ

つて」を加え、同条第2項を次のように改める。

2 前項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者には、法第443条第2項

に規定する者を含まないものとする。

第37条第3項中「第443条第1工動を「第445条第リ動に、「によ

つて軽自動車税」を「により種別割1」に、「においては」をΠこほ、第1項

の規定にかかわらず」に改め、同項ただし書中「もの」を「軽自動車等」に

改め、第37条の2を第37条の3とし、第37条の次に次の1条を加える。

(軽自動車税のみなす課税)

第37条の2 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有

権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前

条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者(以下この節において「Ξ

輪以上の軽自動車の取得者」という。)または軽自動車等の所有者とみなし

て、軽自動車税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の

変更があつたときは、新たに買主となる者を三輪以上の軽自動車の取得者

または軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

3 法第444条第3項に規定する販売業者等(以下この項において唄反売

業者等」という。)が、その製造により取得した三輪以上の軽自動車または

その販売のためその他運行(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)

第2条第5項に規定する運行をいう。次項において同じ。)以外の目的に供



するため取得した三輪以上の軽自動車について、当該販売業者等が、法第

444条第3項に規定する車両番号の指定を受けた場合(当該車両番号の

指定前に第1項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除

<。)には、当該販売業者等を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環

境性能割を課する。

4 法の施行地外で三輪以上の軽自動車を取得した者が、当該三輪以上の軽

自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該三輪

以上の軽自動車を運行の用に供する者を三輪以上の軽自動車の取得者とみ

なして、環境性能割を課する。

第38条の前に次の6条を加える。

(環境性能割の課税標準)

第37条の4 環境性能割の課税標準は、三輪以上の軽自動車の取得のため

に通常要する価額として施行規則第15条の10に定めるところにより算

定した金額とする。

(環境性能割の税率)

第37条の5 次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車に対して課する環境性

能割の税率は、当該各号に定める率とする。

①法第451条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規

定の適用を受けるもの 100分の1

②法第451条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規

定の適用を受けるもの 100分の2

③法第451条第3項の規定の適用を受けるもの 100分の3



(環境性能割の徴収の方法)

第37条の6 環境性能割の徴収にっいては、申告納付の方法によらなけれ

ぱならない。

(環境性能割の申告納付)

第37条の7 環境性能割の納税義務者は、法第454条第1項各号に掲げ

る三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時または日までに、

施行規則第33号の4様式による申告書を区長に提出するとともに、その

申告に係る環境性能割額を納付しなけれぱならない。

2 三輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。)ほ、法

第454条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時または日

までに、施行規則第33号の4様式による報告書を区長に提出しなけれぱ

ならない。

(環境性能割に係る不申告等に関する過料)

第37条の8 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、または

報告すべき事項について正当な事由がなくて申告または報告をしなかつた

場合には、その者に対し、 10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、区長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納

期限は、その発付の日から10日以内とする。

(環境性能割の減免)

第37条の9 区長は、公益のため直接専用する三輪以上の軽自動車または

第46条の2第1項各号に掲げる軽自動車等(三輪以上のものに限る。)の



うち必要と認めるものに対しては、環境性能割を減免する。

2 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事

項については、規則で定める。

第38条(見出しを含む。)中「軽自動車税」を「種別割」に改める。

第39条の見出し中陣至自動車税」を拜重別割」に改め、同条第1項各号

列記以外の部分中陣呈自動車税の税率は、次」を「次」に改め、「対し」の

「二輪のもの(側

三輪のもの年

次に「て課する種別割の税率は」を加え、同項第2号ア中

車付のものを含む。)
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に改め、同条第2項中「軽自動車税」を「種別割」に改める。

第40条(見出しを含む。)および第42条(見出しを含む。)中「軽自動

車税」を「種別割」に改める。

第43条の見出し中「軽自動車税」を咋重別割」に改め、同条第1項中「軽
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を「第33号の4の2様式」に改め、同条第2項および第3項中「第33号

の4様式」を「第33号の4の2様式」に改め、同条第4項中「第37条第

2項」を「第37条の2第1工動に改める。

第44条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第1項中「第

37条第2項」を「第37条の2第1項」に改める。

第45条第2項中「第443条」を「第445条」に、「軽自動車税」を味重

別割」に改め、同条第9項中「第六項」を「第6項」に、「軽自動車税」を

咋重別割」に改める。

第46条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第1項中「軽

自動車税」を拜重別割」に、「減免することができる」を「減免する」に改

め、同条第2項中「軽自動車税」を拜重別割」に改め、同条に次の1項を加

える。

3 第1項の規定によつて種別割の減免を受けた者は、その事由が消滅した

場合においては、直ちにその旨を区長に申告しなけれぱならない。

第46条の2の見出し中「軽自動車税」を咋重別割」に改め、同条第1項

各号列記以外の部分中「軽自動車等」の次に「のうち必要と認めるもの」を

加え、陣呈自動車税」を「種別割」に、「減免することができる」を「減免す

る」に改め、同項第1号中「のうち、区長が必要と認めるもの」を削り、同

条第2項中「軽自動車税」を「種別割」に、「本項」を「この項」に改め、

同条第3項中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条に次の1項を加える。

4 前条第3項の規定は、第1項の規定によつて種別割の減免を受けている

者について準用する。



付則第3条の5の2第1項中「平成41年度」を「平成43年度」に、「平

成31年」を「平成33年」に改める。

付則第4条第1項中「平成30年度」を「平成33年度」に改める。

付則第5条の次に次の5条を加える。

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)

第5条の2 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第1章第2

節の規定にかかわらず、東京都が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例

により、行うものとする。

(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)

第5条の3 区長は、当分の間、第37条の9の規定にかかわらず、東京都

知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして区長

が定める三輪以上の軽自動車に対しては、軽自動軒兒の環境性能割を減免す

る。

(軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例)

第5条の4 第37条の7の規定による申告納付については、当分の間、同

条中「区長」とあるのは、「東京都知事」とする。

陣呈自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)

第5条の5 区は、東京都が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事

務を行うために要する費用を補償するため、法附則第29条の16第1項

に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として東京都に交付する。

(軽自動車税の環境性能割の税率の特例)

第5条の6 営業用の三輪以上の軽自動車に対する第37条の5の規定の



適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

弟2ち'

弟3ち'

2 自家用の三輪以上の軽自動車に対する第37条の5 (第3号に係る部分

に限る。)の規定の適用については、当分の間、同号中「100分の3」と

あるのは、「1 00分の2」とする。

100分の1

付則第6条の見出し中踵呈自動車税」の次に「の種別割」を加え、同条第

1項の表以外の部分中「規定する」を件矧ナる」に、「初めて道路運送車両

法(昭和26年法律第185号)第60条第1項後段の規定による」を「最

初の法第444条第3項に規定する」に改め、「軽自動車税」の次に「の種

別割」を加え、「規定中」を「同項の規定中」に改め、同表中「第39条第

1項第2号ア」を「第2号ア」に改め、同条第3項の表以外の部分中「規定

する」を件矧ナる」に、「規定中」を「同項の規定中」に改め、同表中「第3

9条第1項第2号ア」を「第2号ア」に改め、同条第5項の表以外の部分中

「規定する」を件矧ナる」に、「第7項」を「以下この条(第9項を除く。)」

に、「規定中」を「同項の規定中」に改め、同表中「第39条第1項第2号

ア」を「第2号ア」に改め、同条第7項の表以外の部分中「規定する」を「掲

げる」に、「規定中」を「同項の規定中」に改め、同表中「第39条第1項第

2号ア」を「第2号ア」に改め、同条に次の6項を加える。

9 法附則第30条第6項第1号および第2号に掲げる三輪以上の軽自動車

100分の2

100分＼の3

100分の0

100分の1

100分の2

5

弟 1ち'

1



に対する第39条第1項の規定の適用については、当該軽自動車が平成2

9年4月1日から平成30年3月31日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には平成30年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成3

0年4月1日から平成31年3月31日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には平成31年度分の軽自動車税に限り、第3項の表の左欄に掲

げる同条第1項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。

10 前項の規定の適用がある場合における第39条第2項の規定の適用に

つぃては、同項中「前項」とあるのは「前項(付則第6条第9項の規定に

より読み替えて適用される場合を含む。)」と、「同項各号」とあるのは「同

項各号(付則第6条第9項の規定により読み替えて適用される場合を含

む。)」とする。

11 法附則第30条第7項第1号および第2号に掲げる三輪以上の軽自動

車に対する第39条第1項の規定の適用については、当該軽自動車が平成

29年4月1日から平成30年3月31日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には平成30年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成

30年4月1日から平成31年3月31日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には平成31年度分の軽自動車税に限り、第5項の表の左欄に

掲げる同条第1項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。

12 前項の規定の適用がある場合における第39条第2項の規定の適用に

つぃては、同項中「前項」とあるのは「前項(付則第6条第11項の規定



により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「同項各号」とあるのは「同

項各号(付則第6条第11項の規定により読み替えて適用される場合を含

む。)」とする。

13 法附則第30条第8項第1号および第2号に掲げる三輪以上の軽自動

車(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第39条第1項の規

定の適用については、当該軽自動車が平成29年4月1日から平成30年

3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成30年度分

の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成30年4月1日から平成31年

3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成31年度分

の軽自動車税に限り、第7項の表の左欄に掲げる同条第1項の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

14 前項の規定の適用がある場合における第39条第2項の規定の適用に

ついては、同項中「前項」とあるのは「前項(付則第6条第13項の規定

により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「同項各号」とあるのは「同

項各号(付則第6条第13項の規定により読み替えて適用される場合を含

む。)」とする。

付則第6条の2第1項中「および第7項」を「、第7項、第9項、第11

項および第13項」に改める。

付則第7条第2項中「申告書」を「特定配当等申告書」に改め、「提出した

場合」の次に「(次に掲げる場合を除く。)」を加え、「第15条第1項」を「同

条第リ動に改め、同項に次の各号を加える。

①第15条第4項ただし書の規定の適用がある場合



②第15条第4項第1号に掲げる申告書および同項第2号に掲げる申告

書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項

その他の事情を勘案して、前項の規定を適用しないことが適当であると

区長が認めるとき。

付則第11条第1項中「平成29年度」を「平成32年度」に、「第34条

の2第4項」を「第34条の2第1工動に、「除く。以下この条」を「除く。

次項」に、「同項の」を「前条第1項の」に、「当該各号」を「、当該各号」

に改め、同条第2項中「平成29年度」を「平成32年度」に、「第34条

の2第9項」を「第34条の2第1 0項」に、「場合においては」を「とき

は」に改める。

付則第14条の2第4項中「第23条第1項の規定による申告書(その提

出期限までに提出されたものおよびその提出期限後において」を「特例適用

配当等申告書(」に、「ものに限り、その時までに提出された第24条第1

項に規定する確定申告書を含む」を「次に掲げる申告書をいう。以下この項

において同じ」に、「これらの申告書」を「特例適用配当等申告書」に改め、

同項に次のただし書および各号を加える。

ただし、第1号に掲げる申告書および第2号に掲げる申告書がいずれも

提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を

勘案して、同項後段の規定を適用しないことが適当であると区長が認める

ときは、この限りでない。

第23条第1項の規定による申告書

第24条第1項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げ

①
②



る申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に

限る。)

付則第14条の3第4項中「第23条第1項の規定による申告書(その提

出期限後において」を「条約適用配当等申告書(」に、「ものおよびその時

までに提出された第24条第1項の確定申告書を含む」を「次に掲げる申告

書をいう。以下この項において同じ」に、「これらの申告書」を「条約適用

配当等申告書」に改め、同項に次のただし書および各号を加える。

ただし、第1号に掲げる申告書および第2号に掲げる申告書がいずれも

提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を

勘案して、同項後段の規定を適用しないことが適当であると区長が認める

ときは、この限りでない。

①第23条第1項の規定による申告書

②第24条第1項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げ

る申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に

付則第14条の3第6項中「第23条第1項の規定による申告書(その提

出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出されたも

のおよびその時までに提出された第24条第1項の確定申告書を含む。)」を

「同条第4項に規定する条約適用配当等申告書」に、「これらの申告書」を

「条約適用配当等申告書」に改める。

第2条品川区特別区税条例の一部を次のように改正する。

付則第6条第1項中「(以下この条において「初回車両番号指定」という。)」

限る。)



を削り、同項の表を次のように改め、同条第3項から第14項までを削る。

第2号ア剛

第2号ア竹)a

第2号ア(ウ) b

付則第6条の2を削る。

(施行期日)

第1条この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

①第1条中品川区特別区税条例第14条各号の改正規定および次条第2項

付則

3,900円

6,900円

1万800円

3,800円

5,000円

の規定平成31年1月1日

②第1条中品川区特別区税条例第37条の改正規定、第37条の2を第3

7条の3とし、第37条の次に1条を加える改正規定、第38条の前に6

条を加える改正規定、第38条から第40条までおよび第42条から第4

5条までの改正規定、第46条の見出しならびに同条第1項および第2項

の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第46条の2の見出しおよび

同条第1項から第3項までの改正規定、同条に1'項を加える改正規定、付

則第5条の次に5条を加える改正規定ならびに付則第6条の見出しおよび

同条第1項の改正規定(「初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185

号)第60条第1項後段の規定による」を「最初の法第444条第3項に

規定する」に改める部分および陣呈自動車税」の次に「の種別割」を加え

4,600円

1 万2,900円

8,200円

4,500円

6,000円



る部分に限る。)、第2条の規定ならびに付則第3条および第4条の規定

平成31年10月1日

(区民税に関する経過措置)

第2条別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の品川区特別区

税条例(以下「新条仮1」という。)の規定中特別区民税(以下「区民税」と

いう。)に関する部分は、平成30年度以後の年度分の区民税について適用

し、平成29年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 前条第1号に掲げる規定による改正後の品川区特別区税条例の規定中区民

税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の区民税について適用し、平

成30年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、付則第1条

第2号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対

して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

2 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分はL 平成32年度以後の

年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動

車税については、なお従前の例による。

(品川区特別区税条例の一部を改正する条例の一部改正)

第4条品川区特別区税条例の一部を改正する条例(平成26年品川区条例第

36号)の一部を次のように改正する。

付則第5条第1項中踵呈自動車税」の次に「の種別割」を加え、「新条例第

39条第1項および新条例」を「品川区特別区税条例第39条第1項および」



に改め、「左欄に掲げる」の次に「同条例の」を加え、同項の表を次のよう

に改める。

第39条第1項第2号ア剛

.

第39条第1項第2号ア(ウ)a

第39条第1項第2号ア(ウ)b

付則第6条第1項の表以外の部分

3,900円

6,900円

1万800円

3,800円

第39条第1項

5,000円

3,100円

5,500円

フ,200円

3,000円

品川区特別区税

条例の一部を改

正する条例(平成

26年品川区条

例第36号。以下

この条において

「平成26年改

正条例」という。)

付則第5条第1

項の規定により

読み替えて適用

される第39条

第1項

.

4,000円

付則第6条第1項の表第2号ア

剛の項

同項

付則第6条第1項の表第2号ア

(ウ) a の項

第2号ア圃

平成26年改正

条例付則第5条

←1項の規定に

より読み替えて

適用される同項

平成26年改正

条例付則第5条

←1項の規定に

より読み替えて

適用される第3

9条弟 1工頁第 2

号ア圃

第2号ア(ウ) a

3,900円

平成26年改正

条例付則第5条

卓1項の規定に

3,100円



付則第6条第1項の表第2号ア

(ウ) b の項

付則第5条第2項および第3項中「新条例」を「品川区特別区税条例」に

改める。

6,900円

第2号ア(ウ) b

より読み替えて

適用される第3

9条第1項第2

号ア(ウ) a

1万800円

信鄭月地方税法等が改正されたことに伴い、条例の一部を改正する必要が

ある。

5,500円

平成26年改正

条例付則第5条

1項の規定に

より読み替えて

適用される第3

9条第 1項第2

号ア(ウ) b

フ,200円

3,800円

5,000円

3,000円

4,000円

魯
.

,


